
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した映像情報を記録媒体に記録すると共に該記録媒体に記録された映像情報を読み
取って再生する情報機器であって、
　映像情報の記録と読み取りを兼用して行うヘッド部と、
　上記ヘッド部を読み取り位置または記録位置に移動させる位置付け部と、
　使用者の指示に応じて

記録開始信号及び
再生開始信号を出力する信号出力部と、

　記録開始信号を検出した場合に、受信した映像情報の記録を上記記録媒体の所定の記録
開始位置から記録開始させる記録制御部と、
　映像情報の記録中に再生開始信号を検出した場合、上記位置付け部を制御して上記ヘッ
ド部をその時の記録位置から上記記録開始位置に移動させて記録済みの映像情報の読み取
りを実行させる制御手段と、
を備え、
　上記再生開始信号の検出した後、上記位置付け部を制御して上記ヘッド部を読み取り位
置と記録位置とに交互に移動させ、上記再生開始信号を検出した以降に受信した映像情報
の上記記録媒体に対する映像情報の記録と、上記記録開始信号を検出した以降に記録され
た記録済みの映像情報の読み取りを交互に繰り返すことを特徴とする情報機器。
【請求項２】
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　請求項１記載の情報機器において、映像情報の記録を終了するための記録終了と、映像
情報の読み取りを終了するための読取終了とを別々に指示する指示部を備えたことを特徴
とする情報機器。
【請求項３】
　請求項１または２記載の情報機器において、上記記録媒体が、ハードディスクであるこ
とを特徴とする情報機器。
【請求項４】
　請求項１または２記載の情報機器において、上記記録媒体が、光磁気ディスクであるこ
とを特徴とする情報機器。
【請求項５】
　請求項１または２記載の情報機器において、上記記録媒体が、スパイラル状の記録トラ
ックを備えたハードディスクであることを特徴とする情報機器。
【請求項６】
　求項１ないし５の何れか一つに記載の情報機器において、上記記録開始信号は、リモコ
ンの信号発生器から発生する信号であることを特徴とする情報機器。
【請求項７】
　請求項１ないし５の何れか一つに記載の情報機器において、上記記録開始信号及び記録
再生開始信号をキー押下信号とすることを特徴とする情報機器。
【請求項８】
　請求項１記載の情報機器において、映像情報を終了させるための記録終了指示部を備え
たことを特徴とする情報機器。
【請求項９】
　請求項１記載の情報機器において、映像情報の読み取りを終了させるための読取終了指
示部を備えたことを特徴とする情報機器。
【請求項１０】
　請求項１記載の情報機器において、任意量の映像情報を受信バッファメモリに一旦格納
した後、その格納された映像情報を読み出して記録媒体に記録させ、また、任意量の映像
情報を記録媒体から読み出し再生バッファメモリに一旦格納した後、その格納された映像
情報を読み出して出力し、上記記録媒体に対する映像情報の記録と読み取り再生を交互に
くり返すことを特徴とする情報機器。
【請求項１１】
　請求項１記載の情報機器において、所定のフレーム数の映像情報を受信バッファメモリ
に一旦格納した後、その格納された映像情報を読み出して記録媒体に記録させ、また、所
定のフレーム数の映像情報を記録媒体から読み出し再生バッファメモリに一旦格納した後
、その格納された映像情報を読み出して出力し、上記記録媒体に対する映像情報の記録と
読み取りを交互にくり返すことを特徴とする情報機器。
【請求項１２】
　請求項１１記載の情報機器において、上記受信バッファメモリからの映像情報の読み出
し速度が受信バッファメモリに映像情報を格納する速度よりも速く設定されていることを
特徴とする情報機器。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２の何れか一つに記載の情報機器において、上記記録媒体に記録する
情報を圧縮情報とする構成にしたことを特徴とする情報機器。
【請求項１４】
　受信した映像情報を記録媒体に記録すると共に該記録媒体に記録された映像情報を読み
取って再生する情報記録・再生方法であって、
　映像情報の記録と読み取りを兼用して行うヘッド部を読み取り位置または記録位置に移
動させる位置付け部と、
　使用者の指示に応じて

記録開始信号及び
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再生開始信号を出力する信号出力部とを有し、
　記録開始信号を検出した場合に、受信した映像情報を上記記録媒体の所定の記録開始位
置から記録開始させ、
　映像情報の記録中に再生開始信号を検出した場合、上記位置付け部を制御して上記ヘッ
ド部をその時の記録位置から上記記録開始位置に移動させて記録済みの映像情報の読み取
りを実行させ、
　上記再生開始信号の検出した後、上記位置付け部を制御して上記ヘッド部を読み取り位
置と記録位置とに交互に移動させ、上記再生開始信号を検出した以降に受信した映像情報
の上記記録媒体に対する映像情報の記録と、上記記録開始信号を検出した以降に記録され
た記録済みの映像情報の読み取りを交互に繰り返すことを特徴とする情報記録・再生方法
。
【請求項１５】
　請求項１４記載の情報機器において、映像情報の記録を終了するための記録終了と、映
像情報の読み取りを終了するための読取終了とを指示部により別々に指示することを特徴
とする情報記録・再生方法。
【請求項１６】
　請求項１４記載の情報記録・再生方法において、
　上記記録媒体がハードディスクであることを特徴とする情報記録・再生方法。
【請求項１７】
　請求項１４記載の情報機器において、上記記録媒体が、光磁気ディスクであることを特
徴とする情報記録・再生方法。
【請求項１８】
　請求項１４記載の情報記録・再生方法において、上記記録媒体が、スパイラル状の記録
トラックを備えたハードディスクであることを特徴とする情報記録・再生方法。
【請求項１９】
　請求項１４ないし１７の何れか一つに記載の情報記録・再生方法において、上記記録開
始信号は、リモコンの信号発生器から発生する信号であることを特徴とする情報記録・再
生方法。
【請求項２０】
　請求項１４ないし１８の何れか一つに記載の情報機器において、上記記録開始信号及び
記録再生開始信号をキー押下信号とすることを特徴とする情報記録・再生方法。
【請求項２１】
　請求項１４記載の情報機器において、記録終了指示部により映像情報を終了させること
を特徴とする情報記録・再生方法。
【請求項２２】
　請求項１４記載の情報機器において、読取終了指示部により映像情報の読み取りを終了
させることを特徴とする情報記録・再生方法。
【請求項２３】
　請求項１４記載の情報記録・再生方法において、任意量の映像情報を受信バッファメモ
リに一旦格納した後、その格納された映像情報を読み出して記録媒体に記録させ、また、
任意量の映像情報を記録媒体から読み出し再生バッファメモリに一旦格納した後、その格
納された映像情報を読み出して出力し、上記記録媒体に対する映像情報の記録と読み取り
を交互にくり返すことを特徴とする情報記録・再生方法。
【請求項２４】
　請求項１４記載の情報記録・再生方法において、所定のフレーム数の映像情報を受信バ
ッファメモリに一旦格納した後、その格納された映像情報を読み出して記録媒体に記録さ
せ、また、所定のフレーム数の映像情報を記録媒体から読み出し再生バッファメモリに一
旦格納した後、その格納された映像情報を読み出して出力し、上記記録媒体に対する映像
情報の記録と読み取りを交互にくり返すことを特徴とする情報記録・再生方法。
【請求項２５】

10

20

30

40

50

(3) JP 3721513 B2 2005.11.30

ドを位置づけて映像情報再生を要求する



　請求項２１記載の情報記録・再生方法において、上記受信バッファメモリからの映像情
報の読み出し速度が受信バッファメモリに映像情報を格納する速度よりも速く設定されて
いることを特徴とする情報記録・再生方法。
【請求項２６】
　請求項１４ないし２２の何れか一つに記載の情報記録・再生方法において、上記記録媒
体に記録する情報を圧縮情報とする構成にしたことを特徴とする情報記録・再生方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明はテレビジョン受像機やマルチメディア情報機器など受信した動画像を映像として
出力する情報機器に係り、特に受信録画しながら再生出力できるテレビジョン受像機に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
テレビを見ているとき、電話、来客、食事等によって視聴を中断せねばならないようなこ
とがしばしば発生する。このような場合に、電話や来客を待たせておいて、ビデオ装置を
用いて番組を録画することができるが、電話や来客対応が済んだ後、続きを見ようとして
も見ていた番組の録画が終了した後でなければ再生できないという問題があった。
【０００３】
【発明の目的】
本発明は上記従来技術の問題を解決し、電話や来客など様々な中断要因に待たせることな
く対応でき、且つ中断要因の終了後直ちに、視聴中の番組を一部の見損いもなく見ること
ができるテレビジョン受像機やマルチメディア情報機器を提供することを目的としている
。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、受信した映像情報を記録媒体に記録すると共に該記録媒体に記録さ
れた映像情報を読み取って再生する情報機器であって、映像情報の記録と読み取りを兼用
して行うヘッド部と、上記ヘッド部を読み取り位置または記録位置に移動させる位置付け
部と、使用者の指示に応じて

記録開始信号及び
再生開始信号を出力する信号出力部と、記録

開始信号を検出した場合に、受信した映像情報の記録を上記記録媒体の所定の記録開始位
置から記録開始させる記録制御部と、映像情報の記録中に再生開始信号を検出した場合、
上記位置付け部を制御して上記ヘッド部をその時の記録位置から上記記録開始位置に移動
させて記録済みの映像情報の読み取りを実行させる制御手段と、を備え、上記再生開始信
号の検出した後、上記位置付け部を制御して上記ヘッド部を読み取り位置と記録位置とに
交互に移動させ、上記再生開始信号を検出した以降に受信した映像情報の上記記録媒体に
対する映像情報の記録と、上記記録開始信号を検出した以降に記録された記録済みの映像
情報の読み取りを交互に繰り返すことを特徴とする。
　請求項２の発明は、請求項１記載の情報機器において、映像情報の記録を終了するため
の記録終了と、映像情報の読み取りを終了するための読取終了とを別々に指示する指示部
を備えたことを特徴とする。
　請求項３の発明は、請求項１または２記載の情報機器において、上記記録媒体が、ハー
ドディスクであることを特徴とする。
　請求項４の発明は、請求項１または２記載の情報機器において、上記記録媒体が、光磁
気ディスクであることを特徴とする。
　請求項５の発明は、請求項１または２記載の情報機器において、上記記録媒体が、スパ
イラル状の記録トラックを備えたハードディスクであることを特徴とする。
　請求項６の発明は、請求項１ないし５の何れか一つに記載の情報機器において、上記記
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録開始信号は、リモコンの信号発生器から発生する信号であることを特徴とする。
　請求項７の発明は、請求項１ないし５の何れか一つに記載の情報機器において、上記記
録開始信号及び記録再生開始信号をキー押下信号とすることを特徴とする。
　請求項８の発明は、請求項１記載の情報機器において、映像情報を終了させるための記
録終了指示部を備えたことを特徴とする情報機器。
　請求項９の発明は、請求項１記載の情報機器において、映像情報の読み取りを終了させ
るための読取終了指示部を備えたことを特徴とする。
　請求項１０の発明は、請求項１記載の情報機器において、任意量の映像情報を受信バッ
ファメモリに一旦格納した後、その格納されたメディア情報を読み出して記録媒体に記録
させ、また、任意量の映像情報を記録媒体から読み出し再生バッファメモリに一旦格納し
た後、その格納された映像情報を読み出して出力し、上記記録媒体に対する映像情報の記
録と読み取りを交互にくり返すことを特徴とする。
　請求項１１の発明は、請求項１記載の情報機器において、所定のフレーム数の映像情報
を受信バッファメモリに一旦格納した後、その格納された映像情報を読み出して記録媒体
に記録させ、また、所定のフレーム数の映像情報を記録媒体から読み出し再生バッファメ
モリに一旦格納した後、その格納された映像情報を読み出して出力し、上記記録媒体に対
する映像情報の記録と読み取りを交互にくり返すことを特徴とする。
　請求項１２の発明は、請求項１１記載の情報機器において、上記受信バッファメモリか
らの映像情報の読み出し速度が受信バッファメモリに映像情報を格納する速度よりも速く
設定されていることを特徴とする。
　請求項１３の発明は、請求項１ないし１２の何れか一つに記載の情報機器において、上
記記録媒体に記録する情報を圧縮情報とする構成にしたことを特徴とする。
　請求項１４の発明は、受信した映像情報を記録媒体に記録すると共に該記録媒体に記録
された映像情報を読み取って再生する情報記録・再生方法であって、映像情報の記録と読
み取りを兼用して行うヘッド部を読み取り位置または記録位置に移動させる位置付け部と
、使用者の指示に応じて

記録開始信号及び
再生開始信号を出力する信号出力部とを有し、記

録開始信号を検出した場合に、受信した映像情報を上記記録媒体の所定の記録開始位置か
ら記録開始させ、映像情報の記録中に再生開始信号を検出した場合、上記位置付け部を制
御して上記ヘッド部をその時の記録位置から上記記録開始位置に移動させて記録済みの映
像情報の読み取りを実行させ、上記再生開始信号の検出した後、上記位置付け部を制御し
て上記ヘッド部を読み取り位置と記録位置とに交互に移動させ、上記再生開始信号を検出
した以降に受信した映像情報の上記記録媒体に対する映像情報の記録と、上記記録開始信
号を検出した以降に記録された記録済みの映像情報の読み取りを交互に繰り返すことを特
徴とする。
　請求項１５の発明は、請求項１４記載の情報記録・再生方法において、映像情報の記録
を終了するための記録終了と、映像情報の読み取りを終了するための読取終了とを指示部
により別々に指示することを特徴とする。
　請求項１６の発明は、請求項１４記載の情報記録・再生方法において、上記記録媒体が
ハードディスクであることを特徴とする。
　請求項１７の発明は、請求項１４記載の情報機器において、上記記録媒体が、光磁気デ
ィスクであることを特徴とする。
　請求項１８の発明は、請求項１４記載の情報記録・再生方法において、上記記録媒体が
、スパイラル状の記録トラックを備えたハードディスクであることを特徴とする。
　請求項１９の発明は、請求項１４ないし１７の何れか一つに記載の情報記録・再生方法
において、上記記録開始信号は、リモコンの信号発生器から発生する信号であることを特
徴とする。
　請求項２０の発明は、請求項１４ないし１８の何れか一つに記載の情報機器において、
上記記録開始信号及び記録再生開始信号をキー押下信号とすることを特徴とする。
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　請求項２１の発明は、請求項１４記載の情報機器において、記録終了指示部により映像
情報を終了させることを特徴とする。
　請求項２２の発明は、請求項１４記載の情報機器において、読取終了指示部により映像
情報の読み取りを終了させることを特徴とする。
　請求項２３の発明は、請求項１４記載の情報記録・再生方法において、任意量の映像情
報を受信バッファメモリに一旦格納した後、その格納された映像情報を読み出して記録媒
体に記録させ、また、任意量の映像情報を記録媒体から読み出し再生バッファに一旦格納
した後、その格納された映像情報を読み出して出力し、上記記録媒体に対する映像情報の
記録と読み取りを交互にくり返すことを特徴とする。
　請求項２４の発明は、請求項１４記載の情報記録・再生方法において、所定のフレーム
数の映像情報を受信バッファメモリに一旦格納した後、その格納された映像情報を読み出
して記録媒体に記録させ、また、所定のフレーム数の映像情報を記録媒体から読み出し再
生バッファメモリに一旦格納した後、その格納された映像情報を読み出して出力し、上記
記録媒体に対する映像情報の記録と読み取りを交互にくり返すことを特徴とする。
　請求項２５の発明は、請求項２３記載の情報記録・再生方法において、上記受信バッフ
ァメモリからの映像情報の読み出し速度が受信バッファメモリに映像情報を格納する速度
よりも速く設定されていることを特徴とする。
　請求項２６の発明は、請求項１４ないし２５の何れか一つに記載の情報記録・再生方法
において、上記記録媒体に記録する情報を圧縮情報とする構成にしたことを特徴とする。
【０００５】
【作用】
録画を行う記録媒体と、受信した映像信号による映像を直接映出しているとき録画開始信
号を検出して映出中の映像信号の録画を自動的に開始する手段と、上記録画中に録画再生
開始信号を検出すると上記録画中の録画情報の再生と上記録画中の映像信号の続きの録画
を並行して行う手段を備えた構成にしたので、録画開始信号を与えることにより映出中の
録画を自動的に開始し、上記録画中に録画再生開始信号を与えることにより録画中の録画
情報の再生と上記録画中の映像信号の続きの録画を並行して行える。
【０００６】
電話を送受信する機能を備え、録画開始信号を電話受信検知信号とし、録画再生開始信号
を通話切断検知信号とする構成では、電話受信検知信号により映出中の録画を自動的に開
始し、通話切断検知信号により録画中の録画情報の再生と上記録画中の映像信号の続きの
録画を並行して行える。
【０００７】
録画開始信号を来客検知信号とする構成では、来客検知信号により映出中の録画を自動的
に開始する。録画開始信号及び録画再生開始信号をキー押下信号とする構成では、キー押
下信号により映出中の録画を自動的に開始し、更に録画中の録画情報の再生と上記録画中
の映像信号の続きの録画を並行して行える。通話中、相手から受信した画像情報を、映像
信号による映像を出力する表示装置に出力する構成にしたので、通話中、相手の顔などを
表示できる。
【０００８】
来客用撮像カメラを備え、来客の映像を映像信号による映像を出力する表示装置に出力す
る構成にしたので、ドアを開けることなく来客の顔を確認できる。録画中に録画再生開始
信号を検出すると、上記録画中の録画情報の再生と上記録画中の映像信号の続きの録画を
並行して行う手段を備えた構成にしたので、録画再生開始信号を与えることにより録画中
の録画情報の再生と上記録画中の映像信号の続きの録画を並行して行える。ディスク型記
録媒体、受信バッファメモリ及び再生バッファメモリを備え、任意量の受信情報をディス
ク型記録媒体に記録した後、受信情報は常時受信バッファメモリに格納し、再生出力情報
は常時再生バッファメモリから読み出し、上記受信バッファメモリへの格納及び再生バッ
ファメモリからの読み出しと並行に、上記記録媒体から記録順に所定量の受信情報を読み
出して上記再生バッファメモリに格納し、受信バッファメモリ内の情報を受信順に上記記
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録媒体に記録する処理を交互にくり返す構成にしたので、１個のヘッドで録画と再生を並
行して行える。
【０００９】
記録媒体としてそれぞれ独立に録画・再生ができる２個のビデオテープを備え、任意量の
受信情報を上記ビデオテープに記録した後、記録順に従って一方のビデオテープから再生
する再生動作と他方のビデオテープに続きの受信情報を記録する録画動作を並行して行い
、再生中のビデオテープによる上記受信情報の再生が完了すると、それまで再生中のビデ
オテープには続きの受信情報を録画し、録画中だったビデオテープから再生させる動作を
くり返す構成にしたので、ビデオテープを使用して、映出中の録画を自動的に開始し上記
録画中に録画再生開始信号を与えることにより録画中の録画情報の再生と上記録画中の映
像信号の続きの録画を並行して行う作用を実現できる。記録媒体に記録する情報を圧縮情
報とする構成にしたので、記録媒体に記録できる録画時間が長くなるし、１個のヘッドに
よる録画と再生の並行動作も容易になる。
【００１０】
【実施例】
以下、図面により本発明の実施例を詳細に説明する。図１は本発明による情報機器の一実
施例を示すブロック図である。図において、６は記録媒体、５は記録媒体６に画像情報、
音声情報などの受信情報を記録する記録制御部、７は記録媒体６から記録された受信情報
を再生する再生部、 21は制御部であり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から構成されている。
制御部 21の作用先として、図１では説明の便宜上、位置付け部 20とセレクタ 22のみ示して
いるが、その他にも図１の様々な構成要素に対して作用する。また図１ではこの作用を１
本の作用線で示しているが、実際はデータバス、アドレスバス、制御ライン等から成るシ
ステムバスによって接続されている。電話器 23はトーン発生器、トーン検出器などを含む
回線接続手段、マイク、スピーカ、送受信回路などを備えている。
【００１１】
今、テレビジョン受信信号など映像信号は、図示していない部によりディジタル化された
受信情報としてセレクタ 22に入力され、制御部 21によって直接出力が選択されて、画像情
報は出力信号処理回路 19を介して表示装置 13に直接出力され、音声情報はスピーカ 18に直
接出力されている。このとき、回線を介して電話に着呼が入り、例えばオフフックするこ
とにより通話状態に入ったとすると、電話器は制御部 21に対して、オフフック状態を示す
信号のような電話受信検知信号を録画開始信号として出す。制御部 21はこれを受けてセレ
クタ 22を制御し、受信情報の出力先として記録媒体６を選択させる。こうして、今まで映
出されていたテレビ放送の続きの受信情報は記録制御部等を介し、後述のようにして記録
媒体６に録画される。以後この録画は操作者のキー操作などによって録画終了などが指示
されるまで続行される。
【００１２】
やがて通話がすんでオンフックされると、電話器 23は制御部 21にオンフック状態を示す信
号のような通話切断検知信号を録画再生開始信号として出す。制御部 21はこれを受けて位
置付け部 20に再生要求を出す。位置付け部 20は、制御部 21から再生要求を受けると、例え
ば位置付け部 20を構成する再生用位置付け部により再生ヘッドを再生位置（記録開始位置
）に位置付けし、再生を行う。また位置付け部 20は制御部 21から録画中であることを指示
されたままなので、記録用ヘッドは今まで通り記録位置に位置付けられ、録画を続行する
。
【００１３】
操作者によって録画再生終了が指示されて、制御部 21がそれを受けると、制御部 21はセレ
クタ 22を制御して、その出力先を記録媒体６から直接出力に切り換える。このとき、録画
されたまま再生されずに記録媒体に残っている受信情報は無視する。尚、録画終了と再生
終了を別々に指示をする部を設け、操作者が録画終了を指示したとき、制御部 21はそれを
受けて、セレクタ 22は記録媒体を選択したまま、記録制御部５を制御して、録画をやめさ
せ、再生のみ行ない、続いて操作者が再生終了を指示したとき、再生をやめさせると共に
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セレクタ 22は直接出力を選択する。
【００１４】
また、録画・再生中に再び電話や後述する録画開始信号を受けると録画のみが行われる。
　また、通話中、相手から受信した画像情報を表示装置 13に出力することができる。これ
は回線を介して送られきた画像情報を制御部 21、セレクタ 22、出力信号処理回路 19を介し
て表示装置 13に出力することにより実現される。このとき、制御部 21で例えばテレビジョ
ン受信情報と同一のデータフォーマットにするための変換を行うか、送信側でこのデータ
フォーマットにして転送するようにする。なお上記において、電話器 23はＩＳＤＮインタ
ーフェイスにして音声、画像の送受信をすることも可能である。
【００１５】
録画モードに入る指示を来客検知信号によって行うことができる。例えば玄関にテレビカ
メラと呼鈴を備えておき、呼鈴を鳴らす信号を上記オフフック信号の代りに録画開始信号
として制御部 21に入力させるわけである。また、テレビカメラから入力された画像情報を
前記回線を介して入力される画像情報のように処理して、表示装置 13に表示することも可
能である。
【００１６】
更に、録画モードに入る録画開始信号を例えばリモコンの操作キー操作によって発生する
信号としてこれを受信し、制御部 21に与えることも可能であり、同様に、録画再生並行モ
ードに入る録画再生開始信号もリモコンの操作キー操作によって与えることも可能である
。リモコンの信号発生器、テレビジョン受像機など情報機器側の受信回路については当業
者には公知なので説明を省略する。
【００１７】
次に、１個のヘッドで録画と再生を同時実行する方法を説明する。図２は情報機器の本発
明に係る要部の一実施例を示すブロック図である。図において、１及び２はディジタル化
された受信情報を格納する受信バッファメモリ、３はデータ量を圧縮する圧縮部、４は圧
縮部３により圧縮された情報を一時的に格納する圧縮情報バッファ、５ａは圧縮情報をデ
ィスク型記録媒体６ａに記録するための記録制御部である。上記において、ディスク型記
録媒体６ａは例えばハードディスクや光磁気ディスクのように、同心円またはスパイラル
状の記録トラックを備えた記録媒体である。７ａは記録媒体６ａから記録されている情報
を記録順に再生する再生部、８は再生された圧縮情報を一時的に格納する圧縮情報バッフ
ァ、９は圧縮情報を元の情報に伸長する伸長部、 10及び 11は伸長された画像情報を格納す
る再生バッファメモリ、 12は再生バッファ 10または 11から再生順にフレーム単位で読み出
し、１フレーム分の出力画像情報を出力画面のレイアウトで保持するフレームメモリであ
る。
【００１８】
上記のような構成の記録・再生部によって、通常はまず専ら録画が行われる。このとき、
ディジタル化された受信情報は最初、受信バッファメモリ１に受信順に連続する領域に格
納され、所定フレーム数（所定時間分）格納すると続いて受信情報は受信バッファメモリ
２に同じ様に格納される。一方、受信バッファメモリ１への格納が終ると図示していない
制御部により受信バッファメモリ１より受信順に受信情報を読み出し、専用の圧縮回路か
ら構成される圧縮部３に入力し、 30分の１程度に圧縮された圧縮画像情報を得る。圧縮部
３から出力された圧縮情報は圧縮情報バッファ４に一時的に保持された後、図示していな
い部により画像情報と対で与えられた音声情報と共に、記録制御部５ａによって記録媒体
６ａに記録される。この記録は受信順に連続する領域に対して行われる。上記において受
信バッファメモリからの出力速度は受信バッファメモリへ格納する速度よりも数倍速く設
定されており、記録制御部５ａによる記録速度は、情報が圧縮されているので受信バッフ
ァメモリからの出力速度の約 30分の１の圧縮部３の出力スループットに追随するスループ
ットで行われる。
【００１９】
受信バッファメモリ２への受信が完了しないうちに受信バッファメモリ１からの読み出し
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は完了しており、やがて受信バッファモメリ２への格納が所定フレーム数に達すると受信
情報の格納は受信バッファメモリ１に対して行われ、受信バッファメモリ２から読み出し
て記録媒体６ａの連続する領域に記録する処理が行われる。以下、このくり返しが行われ
る。
【００２０】
録画が完了しないうちに再生が開始されると、次のように動作する。まず、記録媒体６ａ
のヘッドが位置付け部 20によって制御され読み取り位置に移される。この位置はそのとき
録画した領域の先頭位置である。続いて再生部７ａにより所定量の再生を行う。録画順に
読み出された圧縮情報は圧縮情報バッファメモリ８に一時的に保持され、伸長部９で圧縮
前の状態に伸長され、再生バッファメモリ 10に格納する。この間、続きの受信情報は絶え
ることなく入力され、これは前記のように受信バッファメモリ１または２に格納される。
【００２１】
上記再生バッファメモリ 10への所定量の格納が終ると、再生バッファメモリ 10からの読み
出しが開始され、フレームメモリ 12を介して表示装置 13に、例えば 30フレーム／秒の速度
で映出される。また記録媒体６ａ上のヘッドは再び記録位置に移され、前記のようにして
受信バッファメモリ１または２から続きの受信情報を読み出し、前記のようにして記録媒
体６ａに圧縮情報を記録する。所定量の受信情報の記録が完了すると再び記録媒体６ａ上
のヘッドは再生位置に移され、上記のようにして伸長部９から伸長された画像情報が出力
されるが、今度はこの出力情報は再生バッファメモリ 12に格納される。
【００２２】
上記において、所定量の情報を再生バッファメモリから出力するに要する時間は、記録・
再生位置間を往復する時間と同量の受信情報を記録媒体に記録する時間と記録媒体から再
生して同量の伸長情報を再生バッファメモリに格納する時間の和より長くなるように設定
されているので、一方の再生バッファメモリからの出力が完了しないうちに、それに続い
て出力される画像情報の他方の再生バッファメモリへの格納が終了する。以下同様にして
、記録（録画）と再生が交互にくり返され、この間、受信情報を受信バッファメモリへ格
納する動作及び再生バッファメモリから読み出して映出させる動作は絶えることなく続行
される。
【００２３】
上記において、圧縮／伸長部は記録される情報量を削減する目的、及び記録／再生時間を
短縮する目的で設けられているが、圧縮しなくても、記録／再生速度を受信速度や表示装
置への出力速度より速くすることにより、上記のように記録／再生時間と記録・再生位置
間の往復時間の和が受信時間や出力時間よりも短かくできれば必ずしも必要ない。
【００２４】
また、受信情報は画像情報と音声情報から構成されているが、所定フレームの画像に対応
したディジタル化された音声情報は受信バッファメモリ１または２内の特定領域に格納さ
れ、例えば所定量（所定フレーム）の画像を記録媒体に記録する際、画像情報に連続する
領域に記録される。この記録された音声情報が再生部７によって再生されると、一まず再
生音声バッファメモリ 14に格納され、対応する画像情報が再生バッファメモリから出力さ
れるとき、それに同期して再生音声バッファメモリ 14から読み出され、デコーダ 15、ＤＡ
変換器 16でデコード及びＤＡ変換され増巾器 17で増巾され、スピーカ 18に出力される。　
前記所要時間の関係から言って、ヘッドの移動時間を記録・再生時間に比べて無視できる
くらいにするのが望ましいがそのためには受信バッファメモリ及び再生バッファメモリの
容量を大きくし前記所定量を大きくする必要がある。
【００２５】
図３に上記記録・再生並列動作時のフローを図式的に示す。図３の丸内の番号は処理の順
序を示す番号である。また、図３に示すブロックとは１回当たりの記録・再生単位つまり
所定量の受信情報であって、第１回目の記録の対象ブロックがブロック１、第ｎ回目の記
録の対象ブロックがブロックｎである。つまり図３のフローはブロックｎを記録するとこ
ろから始まっている。この直前までは再生を行わずブロック１からブロックｎ－１までの
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記録を行なってきたわけである。
【００２６】
記録媒体として、それぞれ独立に録画・再生できる２個のビデオテープを備えて、受信中
のテレビジョン信号などを録画しながら、前記のように既に録画済の部分を再生・映出す
ることが可能である。この方法では、任意量の受信情報を上記ビデオテープに記録した後
、記録順に従って一方のビデオテープから再生する再生動作と他方のビデオテープに続き
の受信情報を記録する録画動作を並行して行い、再生中のビデオテープによる上記受信情
報の再生が完了すると、そのビデオテープには続きの受信情報を録画し、録画中だったビ
デオテープから再生させる動作をくり返す。
【００２７】
図４は本実施例の要部を示すブロック図である。制御部 25は図示していない部から録画開
始信号を受けると、例えばまずセレクタ 26を制御して受信情報を第１テープ記録制御部 28
に渡す。同時に制御部 25は第１テープ駆動部 28により指示を与え、テープを駆動させ、第
１ビデオテープ 31に記録させる。やがて、制御部 25が録画再生信号を受けると、制御部 25
はセレクタ 26を制御して、引き続き受信中の受信情報を第２テープ記録制御部 30に転送さ
せると同時に、第２テープ駆動部 29を駆動させ、第２ビデオテープ 32に記録させる。制御
部 25は更に第１テープ駆動部 27に指示して、第１ビデオテープ 31を録画開始位置に戻させ
、第１テープ再生部 33により、第１ビデオテープ 31に録画された受信情報を再生させる。
【００２８】
第１テープ駆動部 27は録画終了位置を記憶しておりその位置に達すると、その旨制御部 25
に通知する。制御部 25はこれを受けて、第１テープの再生を終了させ、セレクタ 26を制御
して受信情報を第１テープ記録制御部 28に転送させる。この間、第１テープ駆動部 27は第
１テープ 31を駆動し続ける。同時に、制御部 25は第２テープ駆動部 29に指示を出して、第
２テープ 32を録画開始位置に戻し、第２テープ再生部 34により第２テープ 32に録画された
受信情報を再生させる。以下このくり返しとなる。
【００２９】
上記の場合、巻き戻し期間中の視聴が中断されてしまう。前記のようにテレビジョン信号
をディジタル化して、受信バッファメモリまたは再生バッファメモリを備えればこの問題
を解決できる。例えば、再生中の駆動部は再生終了位置の少し前で制御部 25にその旨指示
を出すと、制御部 25はただちに他方のテープへの録画を中止し、巻き戻しに入る。しかし
、そのとき再生中のテープ側へ受信情報を渡すにはまだ早過ぎるので、その間の受信情報
を受信バッファメモリに格納し、再生側が録画側に切り換った最初の所定期間は上記受信
バッファメモリへの格納速度よりも記録速度を速くして受信バッファメモリ内の受信情報
が空になったとき、受信速度と記録速度を同じにするわけである。なお上記において、第
１テープ駆動部 27と第２テープ駆動部 29は位置付け部 20ａを構成している。また前記にお
いて、録画・再生する受信情報はテレビジョン信号に限定されず、無線または有線で送ら
れてくる映像信号全般について適用可能であることは説明するまでもない。
【００３０】
ところで、従来技術による録画・再生では、ある番組を見ているときに同時放映中の他チ
ャンネルの番組を録画して再生する場合、見ていた番組が終了しても録画している番組が
終了してから再生しなければ、その番組の全てを録画できなくなってしまう。それに対し
て、本発明の一部を実施すれば、見ていた番組が終了すると、録画中の番組が終了しなく
ても、録画と再生を同時に行うことにより、直ちに録画中の番組の再生を開始し、且つそ
の番組の最後まで再生できる。上記本発明の一部とは、録画中に録画再生開始信号を検出
すると、上記録画中の録画情報の再生と上記録画中の映像の続きの録画を並行して行う部
を備えた構成にすることである。このように構成によって上記機能が達成できることはあ
らたに説明するまでもなく前記説明から明らかである。
【００３１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、録画開始信号を与えることにより映出中の録画を
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自動的に開始し、上記録画中に録画再生開始信号を与えることにより録画中の録画情報の
再生と上記録画中の映像信号の続きの録画を並行して行えるので、テレビなどの視聴を中
断させる電話や来客など様々な要因が発生しても、中断要因の終了後直ちに視聴中の番組
を一部の見損ないもなく見ることができる。また中断要因が電話の場合、通話中、テレビ
などの表示装置に相手の顔などを表示できるし、来客の場合、ドアを開けることなくテレ
ビなどの表示装置で来客の顔を確認できるので、表示装置を有効に活用できる。
【００３２】
また、録画再生開始信号を与えることにより録画中の録画情報の再生と上記録画中の映像
信号の続きの録画を並行して行うことができるので、視聴中の番組の終了時、録画中の番
組が終了していなくても、録画中の番組を直ちに再生してその番組を最後まで見ることが
できる。また、１個のヘッドで録画と再生を並行して行うことができるので、低コストで
上記効果を実現できる。
【００３３】
更に、ビデオテープを使用して、映出中の録画を自動的に開始し上記録画中に録画再生開
始信号を与えることにより録画中の録画情報の再生と上記録画中の映像信号の続きの録画
を並行して行う作用を実現できるので、本発明の適用範囲が拡大される。更にまた、記録
媒体に記録する情報を圧縮情報とする構成にして記録媒体に記録できる録画時間を長くで
きるので、長時間の中断や頻繁に発生する中断にも対応できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による情報機器の要部の一実施例を示すブロック図である。
【図２】本発明による情報機器の要部の他の実施例を示すブロック図である。
【図３】図２に示す実施例の動作を説明するための図である。
【図４】本発明による情報機器の要部の他の実施例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１、２　　受信バッファメモリ
５　　記録制御部
６　　記録媒体
７　　再生部
１０、１１　　再生バッファメモリ
１２　　フレームメモリ
１３　　表示装置
２０　　位置付け部
２１　　制御部
２２　　セレクタ
２３　　電話器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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